
327.　10.　1

臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

年
度
の
功
労
者
を
表
彰
し
ま

　

年
度
の
功
労
者
を
表
彰
し
ま
すす
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第
２
１
１
回
都
都
市
計
画
審
議
会
のののののののののののののののののののののの
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傍
聴
者
を
募
集
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

「（
仮
称
）東
久
留
米
市
個
人
番
号
の
利
用
及

「（
仮
称
）東
久
留
米
市
個
人
番
号
の
利
用
及
びび

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例（
素
案
）

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例（
素
案
）」」

ご
意
見（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）を
募
集
し
ま

ご
意
見（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）を
募
集
し
ま
すす

月
１
日
（
木
）
か

　

月
１
日
（
木
）
か
らら

１０１０「
東
久
留
米
市
子
育
て
応
援
メ
ー
ル
」

「
東
久
留
米
市
子
育
て
応
援
メ
ー
ル
」
をを

配
信
し
ま

配
信
し
ま
すす

市
教
育
振
興
基
本
計
画
策
定
等

市
教
育
振
興
基
本
計
画
策
定
等
にに

関
す
る
懇
談
会

関
す
る
懇
談
会
のの
委
員
を
募
集
し
ま

委
員
を
募
集
し
ま
すす

都
市
計
画
法
第　

条
の
規
定
に
よ
る

１７

生
産
緑
地
地
区
の
変
更（
東
久
留
米
市
決
定
）案

の
縦
覧
を
行
い
ま
す

司
法
書
士
・
税
理
士
に
よ

司
法
書
士
・
税
理
士
に
よ
るる

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
すす

　
教
育
委
員
会
で
は
、　

年
度
中

２６

に
３
回
、教
育
振
興
基
本
計
画（　
２６

年
８
月
策
定
）
を
ベ
ー
ス
に
広
く

教
育
行
政
に
つ
い
て
、
市
長
と
意

見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に

　
年
４
月
に
は
市
長
が
主
宰
す
る

２７「
総
合
教
育
会
議
」
に
お
い
て
、

教
育
委
員
会
と
市
長
が
「
教
育
、

学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
施
策
の
大
綱（
以
下「
大

綱
」
と
い
う
）」
に
つ
い
て
協
議
し
、

合
意
形
成
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

上
で
、市
長
が
５
月
末
に「
大
綱
」

を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、「
教
育
振
興
基
本
計

画
」
と
「
大
綱
」
と
の
整
合
性
を

と
る
た
め
、
同
計
画
を
改
訂
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
い
て
は
懇

談
会
を
開
催
し
、「
大
綱
」に
即
し

た
「
教
育
振
興
基
本
計
画
【
改
訂

版
】（
案
）」
に
対
す
る
ご
意
見
を

伺
う
た
め
、
次
の
通
り
懇
談
会
の

「
市
民
委
員
」を
募
集
し
ま
す（
９

月　
日
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

１８
も
案
内
中
）。

　
【
資
格
】　

月
１
日
現
在
、市
内

１０

に
在
住
・
在
勤
で
、　

月　

日

１０

１３

（
火
）・　
日
（
水
）
の
い
ず
れ
も

２８

午
後
２
時
～
４
時
の
会
議
に
出
席

で
き
る
方

　
【
募
集
人
数
】
２
人

　
【
報
償
】市
条
例
の
規
定
に
よ
る

委
員
報
酬
額

　
申
し
込
み
は　
月
７
日
（
水
）

１０

午
後
５
時
ま
で
に（
必
着
）、応
募

動
機
を
４
０
０
字
程
度
に
ま
と
め

　
生
産
緑
地
の
機
能
を
失
っ
た
生

産
緑
地
地
区
の
一
部
ま
た
は
全
部

を
廃
止
す
る
た
め
、
東
村
山
都
市

計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
（
東

久
留
米
市
決
定
）
案
を
取
り
ま
と

め
た
の
で
、
都
市
計
画
法
第　
条
１７

の
規
定
に
基
づ
き
縦
覧
を
行
い
ま

す
。
　
【
縦
覧
期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く　
月
２
日
（
金
）
～

１０

　
日
（
金
）
の
午
前
８
時
半
～
午

１６後
５
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除

く
）
　
【
場
所
】都
市
計
画
課（
市
役
所

５
階
）

　
【
意
見
書
の
提
出
】都
市
計
画
法

の
規
定
に
よ
り
、
市
民
お
よ
び
利

害
関
係
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の

日
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

提
出
は
、
〒
２
０
３－

８
５
５
５
、

市
役
所
都
市
計
画
課
宛
て
郵
送

（
期
間
中
必
着
）、ま
た
は
直
接
同

課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
課
計
画
調
整
担
当

☎
４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

　
市
で
は
、
毎
年　
月
1
日
の
市

１０

制
施
行
記
念
日
に
、
市
の
公
益
の

増
進
に
貢
献
し
、
市
民
の
生
活
と

文
化
の
向
上
に
特
に
功
労
の
あ
っ

た
方
を
表
彰
し
ま
す
。

　
今
年
も　
月
１
日
（
木
）
午
前

１０

　
時
か
ら
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

１０で
表
彰
式
典
を
行
い
ま
す
（
手
話

通
訳
あ
り
）。

　
表
彰
さ
れ
る
方
は
次
の
通
り
で

す
（
敬
称
略
・
順
不
同
）。

【
表
彰
状
】

◎
産
業
功
労
者

　
則
竹
浩
二
、
木
村
久
、
吉
田
達

雄
、
岸
保
治

◎
技
能
功
労
者

　
越
智
巡
、
岸
己
乃
畄
、
篠
宮
幸

作
、
久
慈
敏
英
、
大
木
保

◎
保
健
衛
生
功
労
者

　
森
美
穂

◎
社
会
福
祉
功
労
者

　
山
川
道
明
、
島
﨑
宣
治
、
村
野

裕
一
、
奥
住
弘
子
、
多
功
美
千
代
、

松
﨑
洋
子
、
福
地
三
郎
、
境
惠
子
、

國
重
暢

◎
防
災
功
労
者

　
岡
野
達
也
、
町
田
敏
幸
、
奥
村

宜
雅
、
篠
宮
利
則
、
小
沢
隆
宏
、

大
沢
猛
、
鈴
木
光
重
、
大
島
豊
、

大
山
仁
、
島
崎
義
明
、
野
嵜
栄　

◎
行
政
功
労
者

　
針
谷
純
子
、
村
野
建
彦

◎
住
民
自
治
功
労
者

　
酒
井
士
朗
、
殿
田
俊
三
、
野
島

（
様
式
は
任
意
）、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
・
フ
ァ

ク
ス
な
ど
を
記
入
の
上
、
〒
２
０

３－

８
５
５
５
、
市
役
所
教
育
総

務
課
宛
て
郵
送
、電
子
メ
ー
ル（k

yoiku-somu@
city.higashikuru

me.lg.jp

）、
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０・

７
８
１
１
）ま
た
は
直
接
同
課（
市

役
所
６
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
　
※
応
募
書
類
を
基
に
選
考
し
、

結
果
は
全
員
に
通
知
し
ま
す
。
応

募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
７
５
へ
。

貞
夫

◎
公
益
の
増
進
に
関
す
る
功
労
者

　
秋
田
政
美

◎
社
会
教
育
功
労
者

　
佐
藤
柳
次
郎　

◎
文
化
功
労
者
お
よ
び
団
体

　
本 
一
浩
、
関
沢

友
子
、
誓
山
会
、
英

松
会
、
東
久
留
米
く

る
め
連

◎
自
治
功
労
者

　
森
島
俊
逸

◎
特
別
功
労
者

　
岡
本
宏
之
、
池
田
治
夫
、
糸
魚

川
知
子
、
甲
斐
次
義
、
小
山
慣
一
、

山
口
規
夫
、
鈴
木
普
久
、
才
神
芳

美
、
土
屋
正
夫
、
内
田
和
秋

【
感
謝
状
】

◎
金
員
の
寄
附

　
大
生
運
輸
株
式
会
社

　
 
詳
し
く
は
秘
書
広
報
課
秘
書

係
☎
４
７
０
・
７
７
１
２
へ
。

　

月　

日
（
月
）
ま
で

１２

２８

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
申
請
書
の
提
出
期
限
は　
月　
１２

２８

日
（
月
）
で
す
。
申
請
が
お
済
み

で
な
い
場
合
は
、
早
め
の
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
に
は
、
８
月
３
日
に
申
請
書

を
発
送
し
ま
し
た
。
対
象
に
な
る

と
思
わ
れ
る
方
で
申
請
書
類
が
届

い
て
い
な
い
場
合
は
、
臨
時
福
祉

給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

０
・
７
８
６
３
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時　
分
）
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

１５

だ
さ
い
。

　
【
申
請
方
法
】郵
送
ま
た
は
市
役

所
１
階
「
臨
時
福
祉
給
付
金
・
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
窓

　
【
日
時
】　

月　
日
（
火
）
午
後

１１

１７

１
時
半
か
ら

　
【
会
場
】
都
庁
会
議
室

　
【
定
員
】　

人
（
事
前
抽
選
）

１５

　
申
し
込
み
は　
月　
日
（
水
）

１０

２８

ま
で
に（
当
日
消
印
有
効
）、往
復

は
が
き
（
１
人
１
通
の
み
有
効
）

に
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記

入
の
上
、
〒
１
６
３－

８
０
０
１
、

都
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
宛
て

郵
送
を
。

　
※
付
議
予
定
案
件
は
、
都
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.toshise

ibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shi
ngikai/yotei.htm

）
ま
た
は
都
都

市
計
画
課
☎
０
３
・
５
３
８
８
・

３
２
２
５
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。 
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

関
わ
る
案
件
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

会
議
が
一
部
非
公
開
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

口
」（
土
曜・日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い

　
【
そ
の
他
】勤
務
先
か
ら
児
童
手

当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
公
務
員
の

方
も
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
の
申
請
先
は
、　

年
５
月　

２７

３１

日
に
住
民
登
録
の
あ
る
市
区
町
村

で
す
。
勤
務
先
か
ら
交
付
さ
れ
た

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

「
児
童
手
当
受
給
状
況
証
明
欄
」

に
勤
務
先
で
証
明
を
受
け
て
か
ら
、

添
付
書
類
と
と
も
に
、
〒
２
０
３

－

８
５
５
５
、
市
役
所
「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
担
当
」
宛

て
郵
送
、
ま
た
は
同
給
付
金
窓
口

（
市
役
所
１
階
）
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い

　
【
ご
注
意
】同
給
付

金
を
装
っ
た
「
振
り

込
め
詐
欺
」
や
「
個

人
情
報
の
詐
取
」
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
給
付

金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

へ
。

　
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
番
号

法
）」で
は
、法
律
に
定
め
ら
れ
た

事
務
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が

独
自
に
行
う
事
務
に
つ
い
て
も
、

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個

人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
市
で
は
、

現
に
実
施
し
て
い
る
事
務
の
範
囲

の
中
で
、
個
人
番
号
の
利
用
な
ど

が
で
き
る
よ
う
、
条
例
を
制
定
し

ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ
の
素
案
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ん

の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
閲
覧
期
間・場
所
】
閉
庁
日
を

除
く　
月
１
日（
木
）～　
日（
火
）

１０

２０

に
、
総
務
課
（
市
役
所
４
階
）、
市

政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
同
２
階
）、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】　
月
１

１０

日
（
木
）
～　
日
（
火
）
に
（
必

２０

着
）、件
名
を「
〇
〇
へ
の
意
見
」と

明
記
し
て
、
ご
意
見
（
書
式
は
自

由
）、
住
所
・
氏
名
・
年
代
（
例
＝

　
代
）を
記
入
の
上
、〒
２
０
３－

３０８
５
５
５
、市
役
所
総
務
課
法
務・

文
書
担
当
宛
て
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

（
４
７
０・７
８
０
４
）、
ま
た
は

電
子
メ
ー
ル（somu@

city.higash
ikurume.lg.jp

）で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
　
【
ご
注
意
】電
話
や
口
頭
で
の
受

け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
▼
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個
人
情

報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、
後
日

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま
す

▼
ご
意
見
の
返
却
や
個
別
の
回
答

は
行
い
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
同
担
当
☎
４
７
０
・

７
７
１
４
へ
。

　
東
京
司
法
書
士
会
田
無
支
部
、

東
京
税
理
士
会
東
村
山
支
部
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
法
律
問
題
の
解
決
に

向
け
て
、
無
料
法
律
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　
日
（
土
）
午
前

１０

１７

９
時
～
午
後
５
時

　
【
会
場
】
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
、

西
部
地
域
セ
ン
タ
ー

　
【
相
談
内
容
】
不
動
産
の
相
続
・

贈
与
・
売
買
、
借
地
借
家
、
遺
言
、

成
年
後
見
、登
記
、ク
レ
ジ
ッ
ト・

サ
ラ
金
問
題
、
少
額
訴
訟
な
ど
、

お
よ
び
税
務
相
談

　
【
費
用
】
無
料

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
東
京
司
法
書
士
会
田

無
支
部
支
部
長・田
口
☎
０
４
２・

３
１
２
・
３
６
９
７
へ
。

　
市
で
は
、
妊
娠
中
の
方
や
３
歳

未
満
の
乳
幼
児
の
保
護
者
を
対
象

に
、
安
心
し
て
出
産
や
子
育
て
が

で
き
る
よ
う
、
お
母
さ
ん
の
体
・

お
な
か
の
赤
ち
ゃ
ん
の
様
子
や
産

後
の
お
子
さ
ん
の
成
長
・
子
育
て

ア
ド
バ
イ
ス
・
市
の
子
育
て
サ
ー

ビ
ス
な
ど
の
情
報
を
、
メ
ー
ル
で

配
信
す
る
事
業
を　
月
１
日（
木
）

１０

か
ら
開
始
し
ま
す
。

　
メ
ー
ル
の
登
録
方
法
や
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
な
ど
の
詳
細
は
、
次
号
の
広

報
紙
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
健
康
課
☎
４
７
７
・

０
０
２
２
へ
。

扶
養
親
族
等
申
告
書
は

期
限
ま
で
に
提
出
を

　
老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と

す
る
年
金
は
、
雑
所
得
と
し
て

所
得
税
の
課
税
対
象
で
す
（
障

害
年
金
、
遺
族
年
金
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
）。課
税
対
象
と
な
る

受
給
者
に
は
、
毎
年　
月
下
旬

１０

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
扶
養
親

族
等
申
告
書
が
発
送
さ
れ
ま
す

の
で
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
　
こ
の
申
告
に
よ

り
、
翌
年
の
受
給

年
金
に
か
か
る
所

得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
決
ま

り
ま
す
。
提
出
を
忘
れ
る
と
各

種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所
得

税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
年
金
以

外
に
収
入
が
あ
る
方
は
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

　
　
年
分
「
扶
養
親
族
等
申
告

２８
書
」
が
送
付
さ
れ
る
方
＝
①　
６５

歳
未
満
で
年
金
額
が
１
０
８
万

円
以
上
の
方
②　
歳
以
上
で
年

６５

金
額
が
１
５
８
万
円
以
上
の
方

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

社
会
保
険
料（
国
民
年

金
保
険
料
）の
控
除
証

明
書
を
送
付
し
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額

が
確
定
申
告
や
年
末
調
整
の
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

　
年
４
月
か
ら
、
２
年
分
の
国

２６民
年
金
保
険
料
を
前
納
す
る
こ

と
が
で
き
、
納
め
た
年
に
全
額

控
除
す
る
方
法
と
各
年
分
の
保

険
料
に
相
当
す
る
額
を
各
年
に

お
い
て
控
除
す
る
方
法
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
家
族
の
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
、

納
付
し
た
方
が
社
会
保
険
料
控

除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
確
定
申
告
な
ど
で
社
会
保
険

料
控
除
の
申
告
を
す
る
際
は
、

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
額

を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必

要
で
す
。
９
月　
日
ま
で
に
納

３０

付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
額
を

証
明
し
た
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」

は
、　

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま

１１

す
の
で
、
確
定
申
告
・
年
末
調

整
の
手
続
き
ま
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
・
０
５
８
・
５
５
５

へ
。

カクニンジャ

申
請
は
お
済
み
で
す
か
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